
経済産業省環境配慮の方針 
 

平成１６年９月２日 制 定 

平成２０年３月３１日 改 訂 

 平成２５年２月２７日 改 訂 

                  平成３０年５月１６日 改  訂 

令和４年６月２２日 最終改訂 

                                     

１．はじめに 
 

政府は、持続可能な社会の構築に向け、２１世紀初頭における環境政策の基本的な

方向と取組の枠組みを明らかにするため、環境基本法に基づき、これまで４回（平成

６年、１２年、１８年、２４年）環境基本計画を策定してきたが、これらに続く第５

次の環境基本計画を平成３０年４月１７日に閣議決定した。この環境基本計画におい

ては、「関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、オフィス、会議、イベント等に

おける物品・エネルギーの使用といった通常の経済主体としての活動分野と、各般の

制度の立案等を含む環境に影響を与えうる政策分野の両面において、それぞれの定め

る環境配慮の方針に基づき、環境配慮を推進」することとされている。これにしたが

い、経済産業省の環境配慮の方針を以下のとおり定める。 

 

２．当省の活動における環境への配慮  
 

経済産業省は、通常の経済活動の主体として、自ら率先して環境保全への取組を進

めていくこととする。 

経済産業省では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年

法律第100号）」（グリーン購入法）に基づく環境配慮型物品の率先購入、「国等にお

ける温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成１９年法

律第56号）」（環境配慮契約法）に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契

約の締結、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年10月9日法律第117号）

に基づく「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行す

べき措置について定める計画（平成19年3月30日閣議決定）」（政府の実行計画）の実

施等、政府全体として行うべき取組に積極的に取り組むとともに、経済産業省総合庁

舎へのＥＳＣＯ事業の率先導入、一部地方局におけるＩＳＯ１４００１の取得等、独

自の環境配慮を進めてきた。 

今後とも、以下のような取組を中心に、「政府実行計画」、「環境配慮契約法」、

「グリーン購入法」に基づく率先した取組等を推進していくこととする。



 

（１）政府実行計画に基づく取組 

 ①建築物の建築、管理等に当たっての配慮  

  ・建築物における省エネルギー対策の徹底（省エネ診断・BEMSの導入等） 

  ・温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択 

  ・温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入 

  ・冷暖房の適正な温度管理 

  ・再生可能エネルギー等の有効利用 

  ・太陽光発電の導入の整備方針 

  ・水の有効利用 

 ②財やサービスの購入・使用に当たっての配慮 

  ・次世代自動車の導入 

  ・自動車の効率的利用 

  ・自転車の活用 

  ・温室効果ガス排出係数の低い小売電気事業者との契約 

  ・エネルギー消費効率の高い機器の導入（LED照明等） 

  ・用紙類の使用量の削減 

  ・再生紙などの再生品や合法木材の活用 

  ・ＨＦＣ等の代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進 

  ・温室効果ガスの排出が少ない燃料の選択 

 ③その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮 

  ・エネルギー使用量の抑制（電気使用量、燃料使用量の削減等） 

  ・ごみの分別 

  ・廃棄物の減量 

  ・森林の整備・保全の推進 

  ・政府主催等のイベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

 ④ワークライフバランスの配慮・職員に対する研修    

・ワークライフバランスの配慮 

   ・職員に対する地球温暖化対策に関する研修の機会の提供、情報提供 

  ・地球温暖化対策に関する活動への職員の積極的参加の奨励 

                                    等 

 

（２）環境配慮契約法に基づく取組 

   国が毎年度定める「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づく、温室効果ガス等の排出の

削減に配慮した契約の推進         

 

 

（３）グリーン購入法に基づく取組 

   国が毎年度定める「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（以下「基本

方針」という。）及び経済産業省が基本方針に即して毎年度定める環境物品等の

調達の推進を図るための方針に基づく、環境物品等の調達の推進              



 

３．経済産業省の環境政策  

（１）基本的考え方  

○環境問題は人類の経済活動やエネルギー利用と密接不可分である。今後とも我々が

持続可能な発展を遂げていくためには、「環境と経済の両立」を大原則とし、国民

各界各層が一体となって挑戦していく必要がある。環境政策を進めるに当たっても、

エネルギー政策との総合的な展開を図りつつ、「環境と経済の両立」の原則に即し

て対応する必要がある。 

 

○環境対応を新たな価値創造につなげる取組を拡大することで、環境と経済の両立が

図られることが重要である。経済活動の主要な担い手である企業等が、事業活動全

般について環境配慮を組み込み、その活動を積極的に展開することが、環境対応を

通じた新たな価値創造となる。企業等のこうした取組を促進することが必要である。  

 

○環境問題の究極的な解決のためには、革新的技術によるブレークスルーが不可欠で

あり、中長期的な観点から技術開発を推進していくことが必要である。  

 

○「世界に冠たる環境先進国家」として、我が国の有する経験・技術を広く世界に移

転・普及し、地球規模での環境問題の解決に貢献することが重要である。このため

の国際協力を積極的に展開すべきである。  

 

 （２）環境政策の体系 

経済産業省は、以上の基本的な考え方を踏まえて、以下の施策を「環境と経済の

両立」に資するように実施するものとする。  

 

 ①温暖化対策 

   パリ協定の下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際交

渉に取り組むとともに、地球温暖化対策計画（平成28年5月13日）に基づき、我が

国の中期目標（2030年度削減目標）の達成に向けて､対策等に着実に取り組む。ま

た、世界の温室効果ガスの削減に向けて､「エネルギー・環境イノベーション戦略」

（平成28年4月19日）に基づき､革新的技術の研究開発を強化していく。加えて、

我が国が有する優れた技術をいかし、世界全体の温室効果ガスの排出削減等に最

大限貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ②資源循環推進 

   ３Ｒ（廃棄物の発生抑制（リデュース）、製品や部品の再使用（リユース）、

原材料としての再利用（リサイクル））を促進し、循環型社会構築に向けた環境

整備や国際的な資源循環システムの構築を図る。 

 

 ③環境経営・競争力の強化 

   環境ビジネスの育成、環境に配慮した企業経営の促進、環境負荷物質対策を行

うことにより、環境と経済が両立した経済社会の構築を図る。 

 

 ④化学物質管理 

予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手

順とリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪

影響を最小化する方法で、使用、生産されることを2020年までに達成する 

 



 

 

４．推進体制 
 

本方針の推進のため、「環境配慮の方針推進本部」（以下、「本部」）を設置する。 

 

（１）本部の構成員は、次のとおりとする。 

本 部 長 経済産業大臣 

副本部長 経済産業副大臣、経済産業大臣政務官、事務次官、経済産業審議官、

産業技術環境局長 

本 部 員 官房長、総括審議官、大臣官房審議官、技術総括・保安審議官、経

済産業政策局長、地域経済産業審議官、通商政策局長、貿易経済協

力局長、製造産業局長、商務情報政策局長、商務・サービス審議官、

資源エネルギー庁長官、特許庁長官、中小企業庁長官 

経済産業大臣は、関係本部員を招集し、会議を開催する。 

 

（２）本部を補佐するために、幹事会を設置する。幹事会の構成員は、次のとおりと

する。 

幹事長 産業技術環境局環境政策課長 

構成員 大臣官房政策調整官 

産業技術環境局環境政策課長は、関係構成員を招集し、会議を開催する。 

 

（３）幹事会において、環境配慮の実施状況について、毎年度点検を行うとともに、

必要に応じて環境配慮の方針や推進体制の見直しを行うものとする。また、そ

の結果については逐次公表するものとする。 

 

（４）本部及び幹事会の庶務は産業技術環境局環境政策課において処理する。 

 

（５）前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は本部

長が、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は幹事長がそれぞれ定める。 


